
下水道使用料の施設減免申請手続 

 

社会福祉に関する施設又は医療機関で、次のいずれかに該当する場合には、申請

により下水道使用料の一部が減免されます（川崎市下水道条例施行規程第２０条）。 

 

１ 減免対象となる社会福祉施設、医療機関 

別添のとおり 

※国又は地方公共団体が経営するものは、対象外です。 

 

２ 申請の方法 

「下水道使用料減免申請書」に必要事項を入力し、公的機関が発行する資格書

（設立許可書や認可書等）を添付して、オンライン申請にて提出してください。 

※申請主体は、法人に限ります。 

 添付書類 

対象施設 公的機関が発行する資格書 

第１種社会福祉事業を行う施設 市長の指定書 

第２種社会福祉事業を行う施設 市長の指定書 

継続保護事業を行う施設 法務大臣の設立認可書 

介護老人保健施設 都道府県知事の設立許可書 

病院 都道府県知事又は市長の開設許可書 

 

３ 減免額 

下水道使用料の１０％相当額 

※申請書が提出され資格審査された日の翌月以降の検針分から減免されます。 

 

４ 注意事項 

施設の休止等により、水道（下水道）の清算手続を行うと、再度の申請が必要

になります。使用再開後の使用者名が同じであっても、再度の申請を行わない

と、継続して減免の適用を受けることはできません。 

 

【問合せ先】 

２１０-８５７７ 

川崎市川崎区宮本町1番地 

川崎市役所 第３庁舎１０Ｆ 

川崎市 上下水道局サービス推進部営業課 

電話 044-200-2872 

Fax. 044-200-3996 

E-mail 80eigyo@city.kawasaki.jp 

mailto:80eigyo@city.kawasaki.jp

